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別紙２ 

請求の趣旨目録 

 

１ 東税務署長が平成２５年６月２７日付けで原告に対してした原告の平成１８

年４月１日から平成１９年３月３１日までの事業年度（以下「平成１９年３月5 

期」という。）の法人税の更正の処分（ただし，国税不服審判所長が平成２７

年３月５日付けで原告に対してした裁決（以下「本件裁決」という。）により

一部取り消された後のもの。以下，特に区別する必要がある場合を除き，本件

裁決による一部取消しの前後を問わず，「平成１９年３月期更正処分」という。）

のうち所得金額４４億１２７６万０２９６円，納付すべき税額８億６６３８万10 

６２００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定の処分（ただし，本件

裁決により一部取り消された後のもの）を取り消す。 

２ 東税務署長が平成２５年６月２７日付けで原告に対してした原告の平成１９

年４月１日から平成２０年３月３１日までの事業年度（以下「平成２０年３月

期」という。）の法人税の更正の処分（以下「平成２０年３月期更正処分」と15 

いう。）のうち所得金額３６億１８９６万６５６８円，納付すべき税額６億１

１０１万９１００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定の処分を取り

消す。 

３ 東税務署長が平成２５年６月２７日付けで原告に対してした原告の平成２０

年４月１日から平成２１年３月３１日までの事業年度（以下「平成２１年３月20 

期」という。）の法人税の更正の処分（ただし，本件裁決により一部取り消さ

れた後のもの。以下，特に区別する必要がある場合を除き，本件裁決による一

部取消しの前後を問わず，「平成２１年３月期更正処分」という。）のうち所

得金額２７億３７６６万９９５８円，納付すべき税額３億９９３４万４９００

円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定の処分（ただし，本件裁決によ25 

り一部取り消された後のもの）を取り消す。 
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４ 東税務署長が平成２５年６月２７日付けで原告に対してした原告の平成２１

年４月１日から平成２２年３月３１日までの事業年度（以下「平成２２年３月

期」という。）の法人税の更正の処分（以下「平成２２年３月期更正処分」と

いう。）のうち所得金額２７億５３０５万１７４１円，納付すべき税額５億１

８１３万８４００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定の処分を取り5 

消す。 

５ 東税務署長が平成２５年６月２７日付けで原告に対してした原告の平成２２

年４月１日から平成２３年３月３１日までの事業年度（以下「平成２３年３月

期」という。）の法人税の更正の処分（以下「平成２３年３月期更正処分」と

いう。）のうち所得金額２７億７５６２万８２１２円，納付すべき税額６億５10 

９５６万１９００円を超える部分及び過少申告加算税の賦課決定の処分を取り

消す。 

６ 東税務署長が平成２５年６月２７日付けで原告に対してした原告の平成２３

年４月１日から平成２４年３月３１日までの事業年度（以下「平成２４年３月

期」といい，平成１９年３月期，平成２０年３月期，平成２１年３月期，平成15 

２２年３月期及び平成２３年３月期と併せて総称するときは，「本件各事業年

度」という。）の法人税の更正の処分（以下「平成２４年３月期更正処分」と

いい，平成１９年３月期更正処分，平成２０年３月期更正処分，平成２１年３

月期更正処分，平成２２年３月期更正処分及び平成２３年３月期更正処分と併

せて総称して「本件各更正処分」という。）のうち所得金額２５億５１２６万20 

９２８７円，納付すべき税額６億４８６３万５４００円を超える部分及び過少

申告加算税の賦課決定の処分（以下，本件各更正処分に係る過少申告加算税の

賦課決定の処分（ただし，平成１９年３月期更正処分及び平成２１年３月期更

正処分に係る各過少申告加算税の賦課決定の処分については，本件裁決により

一部取り消された後のもの。以下，特に区別する必要がある場合を除き，本件25 

裁決により一部取り消された後のものを指すものとする。）を総称して「本件
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各賦課決定処分」といい，本件各更正処分と本件各賦課決定処分を併せて総称

するときは，「本件各更正処分等」という。）を取り消す。 

 

以 上 

5 
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別紙３ 

関係法令等の定め 

 

１ 租税特別措置法６６条の４（国外関連者との取引に係る課税の特例）の定め 

(1) 租税特別措置法６６条の４第１項の定め 5 

租税特別措置法６６条の４第１項は，法人が，昭和６１年４月１日以後に開

始する各事業年度において，当該法人に係る国外関連者（外国法人で，当該法

人との間にいずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式又は出資（当該他方

の法人が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の１００分の５

０以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政10 

令で定める特殊の関係（以下「特殊の関係」という。）のあるものをいう。以

下同じ。）との間で資産の販売，資産の購入，役務の提供その他の取引を行っ

た場合に，当該取引（以下「国外関連取引」という。）につき，当該法人が当

該国外関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格に満たないとき，又

は当該法人が当該国外関連者に支払う対価の額が独立企業間価格を超えるとき15 

は，当該法人の当該事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令

の規定の適用については，当該国外関連取引は，独立企業間価格で行われたも

のとみなす旨を定めている。 

(2) 租税特別措置法６６条の４第２項の定め 

租税特別措置法６６条の４第２項は，同条１項に規定する独立企業間価格と20 

は，国外関連取引が次の各号に掲げる取引のいずれに該当するかに応じ当該各

号に定める方法により算定した金額をいう旨を定めている。 

１号 棚卸資産の販売又は購入 次に掲げる方法（ニに掲げる方法は，イから

ハまでに掲げる方法を用いることができない場合に限り，用いることがで

きる。） 25 

イ 独立価格比準法（特殊の関係にない売手と買手が，国外関連取引に係る
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棚卸資産と同種の棚卸資産を当該国外関連取引と取引段階，取引数量その

他が同様の状況の下で売買した取引の対価の額（当該同種の棚卸資産を当

該国外関連取引と取引段階，取引数量その他に差異のある状況の下で売買

した取引がある場合において，その差異により生じる対価の額の差を調整

できるときは，その調整を行った後の対価の額を含む。）に相当する金額5 

をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。） 

ロ 再販売価格基準法（国外関連取引に係る棚卸資産の買手が特殊の関係に

ない者に対して当該棚卸資産を販売した対価の額（以下「再販売価格」と

いう。）から通常の利潤の額（当該再販売価格に政令で定める通常の利益

率を乗じて計算した金額をいう。）を控除して計算した金額をもって当該10 

国外関連取引の対価の額とする方法をいう。） 

ハ 原価基準法（国外関連取引に係る棚卸資産の売手の購入，製造その他の

行為による取得の原価の額に通常の利潤の額（当該原価の額に政令で定め

る通常の利益率を乗じて計算した金額をいう。）を加算して計算した金額

をもって当該国外関連取引の対価の額とする方法をいう。） 15 

ニ イからハまでに掲げる方法に準ずる方法その他政令で定める方法（以下

「その他の方法」という。） 

２号 前号に掲げる取引以外の取引 次に掲げる方法（ロに掲げる方法は，イ

に掲げる方法を用いることができない場合に限り，用いることができる。） 

イ 前号イからハまでに掲げる方法と同等の方法 20 

ロ 前号ニに掲げる方法と同等の方法 

２ 租税特別措置法施行令３９条の１２（国外関連者との取引に係る課税の特例）

の定め 

(1) 租税特別措置法施行令３９条の１２第７項の定め 

租税特別措置法施行令３９条の１２第７項は，租税特別措置法６６条の４第25 

２項１号ハに規定する政令で定める通常の利益率は，国外関連取引に係る棚卸
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資産と同種又は類似の棚卸資産を，購入（非関連者からの購入に限る。），製

造その他の行為により取得した者（以下「販売者」ということがある。）が当

該同種又は類似の棚卸資産を非関連者に対して販売した取引（この項（別紙３

の２(1)）において，「比較対象取引」という。）に係る当該販売者の売上総利

益の額（当該比較対象取引に係る棚卸資産の販売による収入金額の合計額から5 

当該比較対象取引に係る棚卸資産の原価の額の合計額を控除した金額をいう。）

の当該原価の額の合計額に対する割合とする（本文）が，比較対象取引と当該

国外関連取引とが売手の果たす機能その他において差異がある場合には，その

差異により生ずる割合の差につき必要な調整を加えた後の割合とする（ただし

書）旨を定めている。 10 

(2) 租税特別措置法施行令３９条の１２第８項１号の定め 

租税特別措置法施行令３９条の１２第８項は，租税特別措置法６６条の４第

２項１号ニに規定する政令で定める方法は，次に掲げる方法とする旨を定めて

いる。 

１号 国外関連取引に係る棚卸資産の租税特別措置法６６条の４第１項の法人15 

又は当該法人に係る同項に規定する国外関連者による購入，製造，販売その

他の行為に係る所得が，当該棚卸資産に係るこれらの行為のためにこれらの

者が支出した費用の額，使用した固定資産の価額その他これらの者が当該所

得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因に応じて当該法人及び当該

国外関連者に帰属するものとして計算した金額をもって当該国外関連取引の20 

対価の額とする方法 

その余の号 （略） 

３ 「租税特別措置法関係通達（法人税編）」（昭和５０年２月１４日付け直法２

－２国税庁長官通達（平成２３年課法２－１３による改正前のもの。以下同じ。）。

以下「租税特別措置法通達」という。乙１２，弁論の全趣旨）の定め 25 

(1) 租税特別措置法通達６６の４(2)－１の(1)の定め 
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租税特別措置法通達６６の４(2)－１は，租税特別措置法６６条の４第１項に

規定する独立企業間価格の算定の基礎となる比準取引（以下「比較対象取引」

という。）は，例えば，同条２項１号に規定する棚卸資産の販売又は購入の場

合にあっては，同条１項に規定する国外関連取引を行った法人が非関連者との

間で行う取引又は非関連者が他の非関連者との間で行う取引のうち，次に掲げ5 

る算定の方法の区分に応じ，それぞれ次に掲げる取引となることに留意する旨

を定めている。 

(1) 独立価格比準法 国外関連取引に係る棚卸資産と同種の棚卸資産を当該

国外関連取引と同様の状況の下で売買した取引（当該取引と国外関連取引と

において取引段階，取引数量その他に差異のある状況の下で売買した場合に10 

は，その差異により生じる租税特別措置法６６条の４第２項１号イに規定す

る対価の額の差を調整することができるものに限る。） 

(2) 租税特別措置法通達６６の４(2)－３の(8)の定め 

租税特別措置法通達６６の４(2)－３は，租税特別措置法６６条の４の規定の

適用上，比較対象取引に該当するか否かについては，例えば，次に掲げる諸要15 

素の類似性に基づき判断することに留意する旨を定めている。 

(8) 売手又は買手の使用する無形資産（著作権，法人税基本通達２０－１－２

１（平成２６年課法２－９による改正前のもの）に定める工業所有権等（特

許権，実用新案権，意匠権，商標権の工業所有権及びその実施権等のほか，

これらの権利の目的にはなっていないが，生産その他業務に関し繰り返し使20 

用し得るまでに形成された創作，すなわち，特別の原料，処方，機械，器具，

工程によるなど独自の考案又は方法を用いた生産についての方式，これに準

ずる秘けつ，秘伝その他特別に技術的価値を有する知識及び意匠等をいい，

ノウハウはもちろん，機械，設備等の設計及び図面等に化体された生産方式，

デザインもこれに含まれる。）のほか，顧客リスト，販売網等の重要な価値25 

のあるものをいう。以下同じ。） 
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(3) 租税特別措置法通達６６の４(3)－１（取引単位）の定め 

租税特別措置法通達６６の４(3)－１は，独立企業間価格の算定は，原則とし

て，個別の取引ごとに行うのであるが，例えば，次に掲げる場合には，これら

の取引を一の取引として独立企業間価格を算定することができる旨を定めてい

る。 5 

(1) 国外関連取引について，同一の製品グループに属する取引，同一の事業セ

グメントに属する取引等を考慮して価格設定が行われており，独立企業間価

格についてもこれらの単位で算定することが合理的であると認められる場合 

(2) 国外関連取引について，生産用部品の販売取引と当該生産用部品に係る

製造ノーハウの使用許諾取引等が一体として行われており，独立企業間価格10 

についても一体として算定することが合理的であると認められる場合 

(4) 租税特別措置法通達６６の４(4)－１（利益分割法の意義）の定め 

租税特別措置法通達６６の４(4)－１は，租税特別措置法施行令３９条の１２

第８項１号に掲げる方法（以下「利益分割法」という。）は，原則として，国

外関連取引に係る棚卸資産の販売等により法人及び国外関連者に生じた営業利15 

益の合計額（以下「分割対象利益」という。）を同号に規定する要因により分

割する方法をいうことに留意する旨を定めている。 

(5) 租税特別措置法通達６６の４(4)－２（分割要因）の定め 

租税特別措置法通達６６の４(4)－２は，利益分割法の適用に当たり，分割対

象利益の配分に用いる要因は，国外関連取引の内容に応じ法人又は国外関連者20 

が支出した人件費等の費用の額，投下資本の額等これらの者が当該分割対象利

益の発生に寄与した程度を推測するにふさわしいものを用いることに留意する

旨を定めている。 

(6) 租税特別措置法通達６６の４(4)－５（残余利益分割法）の定め 

租税特別措置法通達６６の４(4)－５は，利益分割法の適用に当たり，法人又25 

は国外関連者が重要な無形資産を有する場合には，分割対象利益のうち重要な
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無形資産を有しない非関連者間取引において通常得られる利益に相当する金額

を当該法人及び国外関連者それぞれに配分し，当該配分した金額の残額を当該

法人又は国外関連者が有する当該重要な無形資産の価値に応じて，合理的に配

分する方法により独立企業間価格を算定することができる旨を定め，その注書

において，当該重要な無形資産の価値による配分を当該重要な無形資産の開発5 

のために支出した費用等の額により行っている場合には，合理的な配分として，

これを認める旨を定めている。 

(7) 租税特別措置法通達６６の４(6)－６（無形資産の使用許諾等の取扱い）の定

め 

租税特別措置法通達６６の４(6)－６は，無形資産の使用許諾又は譲渡の取引10 

について，独立価格比準法と同等の方法を適用する場合には，比較対象取引に

係る無形資産が国外関連取引に係る無形資産と同種であり，かつ，比較対象取

引に係る使用許諾又は譲渡の時期，使用許諾の期間等の使用許諾又は譲渡の条

件が国外関連取引と同様であることを要することに留意する必要があり（前段），

また，無形資産の使用許諾又は譲渡の取引について，原価基準法と同等の方法15 

を適用する場合には，比較対象取引に係る無形資産が国外関連取引に係る無形

資産と同種又は類似であり，かつ，上記の無形資産の使用許諾又は譲渡の条件

と同様であることを要することに留意する（後段）旨を定めている。 

４ 経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）租税委員会が作成している「ＯＥＣＤ多国籍企

業及び税務当局のための移転価格ガイドライン」（以下「移転価格ガイドライン」20 

という。２０１０年（平成２２年）に改訂される前のもの。乙９）の定め 

(1) 移転価格ガイドライン１．１７の定め 

移転価格ガイドライン１．１７は，独立企業間価格の算定に当たって比較を

行う場合には，比較対象となる取引間又は企業間の実質的な差異を考慮に入れ

なければならず（前段），実際の比較可能性を確保し，独立企業間の条件（又25 

はその幅）を確立するためには，独立企業間の取引条件に影響を与えると思わ
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れる取引又は企業の属性を比較する必要があり（中段），重要な属性としては，

移転された資産又は役務の特性，（使用された資産や引き受けたリスクを考慮

して）当事者が果たす機能，契約条件，当事者の経済環境，及び当事者が遂行

している事業戦略等が挙げられる（後段）旨を定めている。 

(2) 移転価格ガイドライン１．４２の定め 5 

移転価格ガイドライン１．４２は，理想をいえば，公正な市場価値の最も正

確な近似値を得るためには，取引ごとに独立企業原則を適用すべきであるが（第

１段），個々の取引が密接に結びついているか又は継続的に行われているため，

別々には適正に評価することができない場合がしばしばあり（第２段），その

例には，商品又は役務の供給の長期的な契約，無形資産の使用に関する権利，10 

及び個々の製品又は取引の価格決定が実務的ではない場合には，密接に関連し

た製品（例えば一つの製品ライン）の価格幅が含まれ（第３段），関連者であ

る製造企業への製造ノウハウの使用許諾と不可欠な部品の供給もまたこの例で，

このような場合には，個々の独立企業の条件を評価するよりも，双方をまとめ

て評価した方がより合理的であって（第４段），最も適当な独立企業の原則に15 

基づく１つ又は複数の方法を用い，まとめて評価を行うべきである（第５段）

旨を定めている。 

５ 移転価格ガイドライン（２０１７年（平成２９年）に改訂される前のもの。甲

１７）の定め（関係部分を抜粋したもの） 

別紙４のとおりである。 20 

６ 移転価格ガイドライン（現行のもの）の定め 

(1) 移転価格ガイドライン２．１０の定め 

移転価格ガイドライン２．１０は，一般的な経験則の適用は，第１～３章の

原則に基づき行われる完全な機能分析・比較可能性分析に代替するものとして

適切ではなく（前段），そのため，経験則は，ある価格又は所得の配分が独立25 

企業間のものであることの証拠として使用することはできない（後段）旨を定
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めている。 

(2) 移転価格ガイドライン６．１４４の定め 

移転価格ガイドライン６．１４４は，経験則の使用に関連するパラグラフ２．

１０の規定は，無形資産の使用又は移転が関わる事例を含む関連者間取引にお

ける正確な移転価格の算定に適用されるから（前段），特に無形資産のライセ5 

ンス許諾者とライセンス使用者間で所得配分する場合を含めて，価格又は所得

の割り当てが独立企業間のものであることを証明するために，経験則を適用す

ることはできない（後段）旨を定めている。 

以 上 

10 
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別紙６ 

本件各更正処分等の根拠及び適法性 

 

１ 本件各事業年度における法人税の額の算定根拠 

(1) 平成１９年３月期 5 

ア 所得の金額               ５４億２５６６万６１１５円 

上記金額は，次の(ｱ)の金額に(ｲ)の金額を加算した後のものである。 

(ｱ) 申告に係る所得の金額          ４４億１２７６万０２９６円 

上記金額は，原告が，平成１９年３月期の法人税の修正申告書（平成２

２年８月６日付け）に記載した所得の金額と同額である。 10 

(ｲ) 国外関連者に対する所得の移転額     １０億１２９０万５８１９円 

上記金額は，原告が平成１９年３月期において本件国外関連者との間で

行った本件国外関連取引について，原告が本件国外関連者から支払を受け

た対価の額（３億２１７０万７７０３円）が，当該取引に係る租税特別措

置法６６条の４第１項に規定する独立企業間価格（１３億３４６１万３５15 

２２円）に満たないことから，同項の規定に基づき，当該取引が独立企業

間価格で行われたものとみなして原告の当期の所得の金額に加算すべき

金額である。 

イ 所得の金額に対する法人税の額      １６億２７６９万９８００円 

上記金額は，前記アの所得の金額５４億２５６６万６０００円（国税通則20 

法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のも

の）に，法人税法６６条（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）に

規定する税率（平成１８年法律第１０号による廃止前の経済社会の変化等に

対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律１６

条１項１号の規定を適用した後のもの）を乗じて算出した後のものである。 25 

ウ 法人税の額から控除される所得税額等の額  ４億５７４４万１７０９円 
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上記金額は，法人税法６８条（平成２０年法律第２３号による改正前のも

の）に規定する法人税の額から控除される所得税額２０９万７９９１円，法

人税法６９条（平成２１年法律第１３号による改正前のもの）に規定する法

人税の額から控除される外国税額３億８１７０万８１８３円及び租税特別措

置法４２条の４（平成１９年法律第６号による改正前のもの）に規定する法5 

人税の額から控除される特別控除額７３６３万５５３５円を合計した後のも

のである。 

エ 納付すべき法人税の額          １１億７０２５万８０００円 

上記金額は，前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた後のもの（ただ

し，国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数金額を切り捨10 

てた後のもの。以下，納付すべき税額について同じ。)である。 

オ 既に納付の確定した法人税の額       ８億６６３８万６２００円 

上記金額は，原告が平成１９年３月期の法人税の修正申告書（平成２２年

８月６日付け）に記載した納付すべき法人税の額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税の額         ３億０３８７万１８００円 15 

上記金額は，前記エの金額から前記オの金額を差し引いた後のものである。 

(2) 平成２０年３月期 

ア 所得の金額               ４２億１４９７万８６８４円 

上記金額は，次の(ｱ)の金額に(ｲ)の金額を加算し，(ｳ)の金額を減算した後

のものである。 20 

(ｱ) 申告に係る所得の金額         ３６億１８９６万６５６８円 

上記金額は，平成２０年３月期の法人税についてされた平成２５年４月

２５日付けの更正（減額する旨の更正）における所得の金額と同額である。 

(ｲ) 国外関連者に対する所得の移転額     ６億７３８０万３２１６円 

上記金額は，原告が平成２０年３月期において本件国外関連者との間で25 

行った本件国外関連取引について，原告が本件国外関連者から支払を受け
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た対価の額（３億７５５１万３４３７円）が，当該取引に係る租税特別措

置法６６条の４第１項に規定する独立企業間価格（１０億４９３１万６６

５３円）に満たないことから，同項の規定に基づき，当該取引が独立企業

間価格で行われたものとみなして原告の当期の所得の金額に加算すべき

金額である。 5 

(ｳ) 損金の額に算入される事業税の額       ７７７９万１１００円 

上記金額は，平成１９年３月期更正処分により増加した原告の所得の金

額に対して課された事業税の額に相当するものであり，平成２０年３月期

の損金の額に算入することができる金額である。 

イ 所得の金額に対する法人税の額      １２億６４４９万３４００円 10 

上記金額は，前記アの所得の金額４２億１４９７万８０００円(ただし，国

税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの)に，法人税法６６条（平成２０年法律第２３号による改正前のも

の）に規定する税率を乗じて算出した後のものである。 

ウ 法人税の額から控除される所得税額等の額  ４億７４６７万０６３５円 15 

上記金額は，法人税法６８条（平成２０年法律第２３号による改正前のも

の）に規定する法人税の額から控除される所得税額２６５万６８８３円，法

人税法６９条（平成２１年法律第１３号による改正前のもの）に規定する法

人税の額から控除される外国税額４億０７９３万４９０９円及び租税特別措

置法４２条の４（平成２０年法律第２３号による改正前のもの）に規定する20 

法人税の額から控除される特別控除額６４０７万８８４３円を合計した後の

ものである。 

エ 納付すべき法人税の額           ７億８９８２万２７００円 

上記金額は，前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた後のものである。 

オ 既に納付の確定した法人税の額       ６億１１０１万９１００円 25 

上記金額は，平成２０年３月期の法人税についてされた平成２５年４月２
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５日付けの更正において納付すべき法人税の額とされた金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税額          １億７８８０万３６００円 

上記金額は，前記エの金額から前記オの金額を差し引いた後のものである。 

(3) 平成２１年３月期 

ア 所得の金額               ３０億１４７５万９０８８円 5 

上記金額は，次の(ｱ)の金額に(ｲ)の金額を加算し，(ｳ)の金額を減算した後

のものである。 

(ｱ) 申告に係る所得の金額         ２７億３７６６万９９５８円 

上記金額は，平成２１年３月期の法人税についてされた平成２５年４月

２５日付けの更正（減額する旨の更正）における所得の金額と同額である。 10 

(ｲ) 国外関連者に対する所得の移転額     ３億２２８１万３６３０円 

上記金額は，原告が平成２１年３月期において本件国外関連者との間で

行った本件国外関連取引について，原告が本件国外関連者から支払を受け

た対価の額（２億３８７２万４３６３円）が，当該取引に係る租税特別措

置法６６条の４第１項に規定する独立企業間価格（５億６１５３万７９９15 

３円）に満たないことから，同項の規定に基づき，当該取が独立企業間価

格で行われたものとみなして原告の当期の所得の金額に加算すべき金額

である。 

(ｳ) 損金の額に算入される事業税の額       ４５７２万４５００円 

上記金額は，平成２０年３月期更正処分により増加した原告の所得の金20 

額に対して課された事業税の額に相当するものであり，平成２１年３月期

の損金の額に算入することができる金額である。 

イ 所得の金額に対する法人税の額       ９億０４４２万７７００円 

上記金額は，前記アの所得の金額３０億１４７５万９０００円（ただし，

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨て25 

た後のもの）に，法人税法６６条（平成２２年法律第６号による改正前のも
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の）に規定する税率を乗じて算出した後のものである。 

ウ 法人税の額から控除される所得税額等の額  ４億２１９５万５７５４円 

上記金額は，法人税法６８条（平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの）に規定する法人税の額から控除される所得税額２５２万００２４円，

法人税法６９条（平成２２年法律第６号による改正前のもの）に規定する法5 

人税の額から控除される外国税額３億５６８０万８７５２円及び租税特別措

置法４２条の４（平成２１年法律第６１号による改正前のもの）に規定する

法人税の額から控除される特別控除額６２６２万６９７８円を合計した後の

ものである。 

エ 納付すべき法人税の額           ４億８２４７万１９００円 10 

上記金額は，前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた後のものである。 

オ 既に納付の確定した法人税の額       ３億９９３４万４９００円 

上記金額は，平成２１年３月期の法人税についてされた平成２５年４月２

５日付けの更正において納付すべき法人税の額とされた金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税の額           ８３１２万７０００円 15 

上記金額は，前記エの金額から前記オの金額を差し引いた後のものである。 

(4) 平成２２年３月期 

ア 所得の金額               ２９億８７２３万１７００円 

上記金額は，次の(ｱ)の金額に(ｲ)の金額を加算し，(ｳ)の金額を減算した後

のものである。 20 

(ｱ) 申告に係る所得の金額         ２７億５３０５万１７４１円 

上記金額は，平成２２年３月期の法人税についてされた平成２５年４月

２５日付けの更正（減額する旨の更正）における所得の金額と同額である。 

(ｲ) 国外関連者に対する所得の移転額     ２億５５４４万１２５９円 

上記金額は，原告が平成２２年３月期において本件国外関連者との間で25 

行った本件国外関連取引について，原告が本件国外関連者から支払を受け
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た対価の額（２億０３７２万４８５０円）が，当該取引に係る租税特別措

置法６６条の４第１項に規定する独立企業間価格（４億５９１６万６１０

９円）に満たないことから，同項の規定に基づき，当該取引が独立企業間

価格で行われたものとみなして原告の当期の所得の金額に加算すべき金

額である。 5 

(ｳ) 損金の額に算入される事業税の額       ２１２６万１３００円 

上記金額は，平成２１年３月期更正処分により増加した原告の所得の金

額に対して課された事業税の額に相当するものであり，平成２２年３月期

の損金の額に算入することができる金額である。 

イ 所得の金額に対する法人税の額       ８億９６１６万９３００円 10 

上記金額は，前記アの所得の金額２９億８７２３万１０００円（ただし，

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨て

た後のもの)に，法人税法６６条（平成２２年法律第６号による改正前のも

の）に規定する税率を乗じて算出した後のものである。 

ウ 法人税の額から控除される所得税額等の額  ３億２３６５万００４１円 15 

上記金額は，法人税法６８条（平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの）に規定する法人税の額から控除される所得税額１８０万９２３９円，

法人税法６９条（平成２２年法律第６号による改正前のもの）に規定する法

人税の額から控除される外国税額２億６６６８万３６１０円及び租税特別措

置法４２条の４（平成２２年法律第６号による改正前のもの）に規定する法20 

人税の額から控除される特別控除額５５１５万７１９２円を合計した後のも

のである。 

エ 納付すべき法人税の額           ５億７２５１万９２００円 

上記金額は，前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた後のものである。 

オ 既に納付の確定した法人税の額       ５億１８１３万８４００円 25 

上記金額は，平成２２年３月期の法人税についてされた平成２５年４月２



 - 18 -

５日付けの更正において納付すべき法人税の額とされた金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税の額           ５４３８万０８００円 

上記金額は，前記エの金額から前記オの金額を差し引いた後のものである。 

(5) 平成２３年３月期 

ア 所得の金額               ３０億９５０９万３０６３円 5 

上記金額は，次の(ｱ)の金額に(ｲ)の金額を加算し，(ｳ)の金額を減算した後

のものである。 

(ｱ) 申告に係る所得の金額         ２７億７５６２万８２１２円 

上記金額は，平成２３年３月期の法人税についてされた平成２５年４月

２５日付けの更正（減額する旨の更正）における所得の金額と同額である。 10 

(ｲ) 国外関連者に対する所得の移転額     ３億３７３５万６６５１円 

上記金額は，原告が平成２３年３月期において本件国外関連者との間で

行った本件国外関連取引について，原告が本件国外関連者から支払を受け

た対価の額（２億３９６９万３７０８円）が，当該取引に係る租税特別措

置法６６条の４第１項に規定する独立企業間価格（５億７７０５万０３５15 

９円）に満たないことから，同項の規定に基づき，当該取引が独立企業間

価格で行われたものとみなして原告の当期の所得の金額に加算すべき金

額である。 

(ｳ) 損金の額に算入される事業税の額       １７８９万１８００円 

上記金額は，平成２２年３月期更正処分により増加した原告の所得の金20 

額に対して課された事業税の額に相当するものであり，平成２３年３月期

の損金の額に算入することができる金額である。 

イ 所得の金額に対する法人税の額       ９億２８５２万７９００円 

上記金額は，前記アの所得の金額３０億９５０９万３０００円（ただし，

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨て25 

た後のもの)に，法人税法６６条（平成２３年法律第１１４号による改正前の
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もの）に規定する税率を乗じて算出した後のものである。 

ウ 法人税の額から控除される所得税額等の額  １億７７７３万４２０２円 

上記金額は，法人税法６８条（平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの）に規定する法人税の額から控除される所得税額１７５万３１４７円，

法人税法６９条（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの）に規定す5 

る法人税の額から控除される外国税額１億１９０４万９６８６円及び租税特

別措置法４２条の４（平成２３年法律第８２号による改正前のもの）に規定

する法人税の額から控除される特別控除額５６９３万１３６９円を合計した

後のものである。 

エ 納付すべき法人税の額           ７億５０７９万３６００円 10 

上記金額は，前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた後のものである。 

オ 既に納付の確定した法人税の額       ６億５９５６万１９００円 

上記金額は，平成２３年３月期の法人税についてされた平成２５年４月２

５日付けの更正において納付すべき法人税の額とされた金額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税の額           ９１２３万１７００円 15 

上記金額は，前記エの金額から前記オの金額を差し引いた後のものである。 

(6) 平成２４年３月期 

ア 所得の金額               ２８億０５０７万４５８７円 

上記金額は，次の(ｱ)の金額に(ｲ)の金額を加算し，(ｳ)の金額を減算した後

のものである。 20 

(ｱ) 申告に係る所得の金額         ２５億５１２６万９２８７円 

上記金額は，原告が，平成２４年３月期の法人税の修正申告書（平成２

５年４月２日付け）に記載した所得の金額と同額である。 

(ｲ) 国外関連者に対する所得の移転額     ２億７８２３万５１００円 

上記金額は，原告が平成２４年３月期において本件国外関連者との間で25 

行った本件国外関連取引について，原告が本件国外関連者から支払を受け
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た対価の額（２億１４８８万１０５９円）が，当該取引に係る租税特別措

置法６６条の４第１項に規定する独立企業間価格（４億９３１１万６１５

９円）に満たないことから，同項の規定に基づき，当該取引が独立企業間

価格で行われたものとみなして原告の当期の所得の金額に加算すべき金

額である。 5 

(ｳ) 損金の額に算入される事業税の額       ２４４２万９８００円 

上記金額は，平成２３年３月期更正処分により増加した原告の所得の金

額に対して課された事業税の額に相当するものであり，平成２４年３月期

の損金の額に算入することができる金額である。 

イ 所得の金額に対する法人税の額       ８億４１５２万２２００円 10 

上記金額は，前記アの所得の金額２８億０５０７万４０００円（ただし，

国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数金額を切り捨て

た後のもの）に，法人税法６６条（平成２３年法律第１１４号による改正前

のもの）に規定する税率を乗じて算出した後のものである。 

ウ 法人税の額から控除される所得税額等の額  １億１６７４万５２５０円 15 

上記金額は，法人税法６８条（平成２３年法律第１１４号による改正前の

もの）に規定する法人税の額から控除される所得税額１８７万５６６８円，

法人税法６９条（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの）に規定す

る法人税の額から控除される外国税額４３１７万７６５３円及び租税特別措

置法４２条の４（平成２３年法律第１１４号による改正前のもの）に規定す20 

る法人税の額から控除される特別控除額７１６９万１９２９円を合計した後

のものである。 

エ 納付すべき法人税の額           ７億２４７７万６９００円 

上記金額は，前記イの金額から前記ウの金額を差し引いた後のものである。 

オ 既に納付の確定した法人税の額       ６億４８６３万５４００円 25 

上記金額は，原告が平成２４年３月期の法人税の修正申告書（平成２５年
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４月２日付け）に記載した納付すべき法人税の額と同額である。 

カ 差引納付すべき法人税の額           ７６１４万１５００円 

上記金額は，前記エの金額から前記オの金額を差し引いた後のものである。 

２ 本件各更正処分が適法であること 

被告が本訴において主張する原告の本件各事業年度における所得の金額及び納5 

付すべき法人税の額は，前記１のとおりであるところ，本件各更正処分における

所得の金額及び納付すべき法人税の額は，それぞれ別表５のとおりであり，いず

れも前記１の金額と同額であるか，又は同金額を超えないものであるから，本件

各更正処分は，いずれも適法である。 

３ 本件各賦課決定処分の根拠 10 

国税通則法６５条１項（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下同

じ。）は，期限内申告書が提出された場合において，更正等があったときは，当

該納税者に対し，その更正等により新たに納付すべき税額に１００分の１０の割

合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する旨規定する。 

なお，同条４項（平成２８年法律第１５号による改正前のもの。以下同じ。）15 

は，同条１項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに，そ

の更正等の前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由が

あると認められるものがある場合には，納付すべき税額からその正当な理由があ

ると認められる事実に基づく税額として一定の金額を控除して，同項の規定を適

用する旨規定する。 20 

前記２のとおり，本件各更正処分はいずれも適法であるところ，原告は，本件

各事業年度の法人税について，納付すべき税額を過少に申告していたものであり，

また，納付すべき税額を過少に申告していたことについて同条４項に規定する「正

当な理由」は認められない。 

したがって，本件各更正処分により原告が新たに納付すべきこととなった税額25 

を基礎として，以下の過少申告加算税が課されることとなる。 



 - 22 -

(1) 平成１９年３月期（別表５「平成１９年３月期」欄に対応する「過少申告加

算税額」欄（順号⑫）参照）           ３０３８万７０００万円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成１９年３月

期更正処分によって新たに納付すべきこととなった法人税の額３億０３８７万

円（ただし，同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨て5 

た後のもの。別表５「平成１９年３月期」欄に対応する「過少申告加算税対象

額」欄（順号⑪）参照）に１００分の１０の割合を乗じて算出したものである。 

(2) 平成２０年３月期（別表５「平成２０年３月期」欄に対応する「過少申告加

算税額」欄（順号⑫）参照）            １７８７万３０００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成２０年３月10 

期更正処分によって新たに納付すべきこととなった法人税の額１億７８７３万

円（ただし，同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨て

た後のもの。別表５「平成２０年３月期」欄に対応する「過少申告加算税対象

額」欄（順号⑪）参照）に１００分の１０の割合を乗じて算出したものである。 

(3) 平成２１年３月期（別表５「平成２１年３月期」欄に対応する「過少申告加15 

算税額」欄（順号⑫）参照）             ８３１万２０００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成２１年３月

期更正処分によって新たに納付すべきこととなった法人税の額８３１２万円

（ただし，同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの。別表５「平成２１年３月期」欄に対応する「過少申告加算税対象額」20 

欄（順号⑪）参照）に１００分の１０の割合を乗じて算出したものである。 

(4) 平成２２年３月期（別表５「平成２２年３月期」欄に対応する「過少申告加

算税額」欄（順号⑫）参照）             ５４１万６０００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成２２年３月

期更正処分によって新たに納付すべきこととなった法人税の額５４１６万円25 

（ただし，同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた
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後のもの。別表５「平成２２年３月期」欄に対応する「過少申告加算税対象額」

欄（順号⑪）参照）に１００分の１０の割合を乗じて算出したものである。 

(5) 平成２３年３月期（別表５「平成２３年３月期」欄に対応する「過少申告加

算税額」欄（順号⑫）参照）             ９１０万６０００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成２３年３月5 

期更正処分によって新たに納付すべきこととなった法人税の額９１０６万円

（ただし，同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの。別表５「平成２３年３月期」欄に対応する「過少申告加算税対象額」

欄（順号⑪）参照）に１００分の１０の割合を乗じて算出したものである。 

(6) 平成２４年３月期（別表５「平成２４年３月期」欄に対応する「過少申告加10 

算税額」欄（順号⑫）参照）             ７５９万７０００円 

上記金額は，国税通則法６５条１項の規定に基づき，原告が平成２４年３月

期更正処分によって新たに納付すべきこととなった法人税の額７５９７万円

（ただし，同法１１８条３項の規定により１万円未満の端数金額を切り捨てた

後のもの。別表５「平成２４年３月期」欄に対応する「過少申告加算税対象額」15 

欄（順号⑪）参照）に１００分の１０の割合を乗じて算出したものである。 

４ 本件各賦課決定処分は適法であること 

被告が本訴において主張する本件各更正処分に伴って賦課される過少申告加算

税の額は，前記３のとおりであるところ，本件各賦課決定処分における過少申告

加算税の額は，前記３の金額と同額であるから，本件各賦課決定処分は，いずれ20 

も適法である。             

 

以 上 


